
 

日 薬 業 発 第 460 号 

令和３年１月 28 日 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副 会 長  森  昌 平 

 

 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を 

改正する省令の公布について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和３年度介護報酬改定については、令和３年１月８日付け日薬業発第 437号

にてお知らせしたところですが、今般、指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準等の一部を改正する省令が公布されました。 

薬剤師の居宅療養管理指導については、多職種間での情報共有促進の観点から、

算定要件とされている介護支援専門員等への情報提供が明確化されました。 

通知につきましては、独立行政法人福祉医療機構のホームページ（WAM 
NET）にも掲載されております。 

つきましては、貴会会員へご周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

○独立行政法人福祉医療機構ホームページ（WAM NET） 

 トップ＞行政情報＞介護＞介護全般＞「介護保険最新情報」 

  https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail-list?bun=020060090 
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